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チ
ー
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フ
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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
調
査
チ
ー
ム
」
及
び
「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
調
査
検
討
会
」
等
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
資
料
問
題
及
び
そ
の
背
景
に
関
す
る
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」

（
以
下
「
調
査
チ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
最
終
報
告
書
に
お
い
て
調
査
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い

る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
に
「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
投
与
後
の
四
百
十
八
例
の
肝
炎
等
発

症
患
者
の
症
状
等
に
関
す
る
調
査
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
の
設
置
に
つ
い
て
、
舛
添
厚
生
労
働
大
臣
の

了
解
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

検
討
会
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
、
舛
添
厚
生
労
働
大
臣
の
了
解
を
得
て
、
医
薬
食
品
局
長
が
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

一



伊
藤
厚
生
労
働
大
臣
政
務
官
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
務
に
、
厚
生
労
働
大
臣
を
助
け
、
医
薬
食
品
局
の
所
掌
事
務
に
係
る

政
策
及
び
企
画
に
参
画
し
、
政
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
検
討
会
に
参
加
し
、
政
務
の
処
理

の
一
環
と
し
て
、
そ
の
進
め
方
等
に
関
し
必
要
に
応
じ
て
指
示
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
、
平
成
十
九
年
十
月
十
九
日
に
存
在
が
確
認
さ
れ
た
資
料
の
収
集

か
ら
公
表
に
至
る
経
緯
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
と
い
う
調
査
チ
ー
ム
の
設
置
目
的
に
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
数
は
六
千
六
百
五
十
九
件
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
件
数
（
以
下
「
相
談
件
数
」
と
い
う
。
）
の
四
割
程
度
の
二
千
三
百

五
十
七
件
と
な
っ
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
等
に
関
す
る
相
談
窓
口
」
に
お
い
て
受
け
た
相
談
の
う
ち
、

二



二
番
目
に
多
い
相
談
内
容
は
、
過
去
に
出
産
、
手
術
等
を
し
た
が
大
丈
夫
か
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
件
数
は
相
談
件
数

の
三
割
程
度
の
二
千
七
十
七
件
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
三
番
目
に
多
い
相
談
内
容
は
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
は
必
要
で
あ

る
の
か
、
そ
れ
は
ど
こ
で
受
け
ら
れ
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
件
数
は
相
談
件
数
の
二
割
程
度
の
千
六
百
八
件
と
な

っ
て
い
る
。

三


